
 

議案第９号 

道路法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

 標記条例を次のように制定する。 

令和８年２月２４日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

道路法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例 

 （八幡浜市道路占用料徴収条例の一部改正） 

第１条 八幡浜市道路占用料徴収条例（平成１７年条例第１７６号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

改正後 改正前 

  

別表 別表 

（単位：円） （単位：円） 

占用物件 占用料 

単位 金額 

法第３２条

第１項第１

号に掲げる

工作物 

第１種電柱 １本につき１

年 

５７０ 

第２種電柱 ８８０ 

第３種電柱 １,２００ 

第１種電話柱 ５１０ 

第２種電話柱 ８２０ 

第３種電話柱 １，１００ 

その他の柱類 ５１ 

共架電線その他上空に設け

る線類 

長さ１メート

ルにつき１年 

５ 

（略）  

路上に設ける変圧器 １個につき１

年 

５００ 

地下に設ける変圧器 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

３１０ 

変圧塔その他これに類する

もの及び公衆電話所 

１個につき１

年 

１，０００ 

郵便差出箱及び信書便差出

箱 

４３０ 

広告塔 表示面積１平

方メートルに

つき１年 

９００ 

その他のもの 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

１，０００ 

法第３２条

第１項第２

号に掲げる

物件 

外径が０．０７メートル未満

のもの 

長さ１メート

ルにつき１年 

２２ 

外径が０．０７メートル以上

０．１メートル未満のもの 

３１ 

占用物件 占用料 

単位 金額 

法第３２条

第１項第１

号に掲げる

工作物 

第１種電柱 １本につき１

年 

４８０ 

第２種電柱 ７３０ 

第３種電柱 ９９０ 

第１種電話柱 ４３０ 

第２種電話柱 ６８０ 

第３種電話柱 ９４０ 

その他の柱類 ４３ 

共架電線その他上空に設け

る線類 

長さ１メート

ルにつき１年 

４ 

（略）  

路上に設ける変圧器 １個につき１

年 

４２０ 

地下に設ける変圧器 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

２６０ 

変圧塔その他これに類する

もの及び公衆電話所 

１個につき１

年 

８５０ 

郵便差出箱及び信書便差出

箱 

３６０ 

広告塔 表示面積１平

方メートルに

つき１年 

８７０ 

その他のもの 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

８５０ 

法第３２条

第１項第２

号に掲げる

物件 

外径が０．０７メートル未満

のもの 

長さ１メート

ルにつき１年 

１８ 

外径が０．０７メートル以上

０．１メートル未満のもの 

２６ 



 

外径が０．１メートル以上

０．１５メートル未満のもの 

４６ 

外径が０．１５メートル以上

０．２メートル未満のもの 

６１ 

外径が０．２メートル以上

０．３メートル未満のもの 

９２ 

外径が０．３メートル以上

０．４メートル未満のもの 

１２０ 

外径が０．４メートル以上

０．７メートル未満のもの 

２２０ 

外径が０．７メートル以上１

メートル未満のもの 

３１０ 

外径が１メートル以上のも

の 

６１０ 

法第３２条

第１項第３

号に掲げる

施設 

自

動

運

行

補

助

施

設 

法第２条第

２項第５号

に規定する

自動運行装

置による検

知の対象と

して設置す

る導線その

他の線類 

（略） 長さ１メート

ルにつき１年 

 

そ の 他

のもの 

１０ 

道路の構造又は交通の

状況を表示する標示柱

その他の柱類 

１本につき１

年 

８２０ 

その他のも

の 

上 空 に

設 け る

もの 

占用面積１平

方メートルに

つき１年 

５１０ 

地 下 に

設 け る

もの 

３１０ 

その他のもの １，０００ 

法第３２条第１項第４号に掲げる施設 １，０００ 

法第３２条

第１項第５

号に掲げる

地下街及び地

下室 

（略）  

（略）  

階数が３以 Aに０．００８

外径が０．１メートル以上

０．１５メートル未満のもの 

３８ 

外径が０．１５メートル以上

０．２メートル未満のもの 

５１ 

外径が０．２メートル以上

０．３メートル未満のもの 

７７ 

外径が０．３メートル以上

０．４メートル未満のもの 

１００ 

外径が０．４メートル以上

０．７メートル未満のもの 

１８０ 

外径が０．７メートル以上１

メートル未満のもの 

２６０ 

外径が１メートル以上のも

の 

５１０ 

法第３２条

第１項第３

号に掲げる

施設 

自

動

運

行

補

助

施

設 

法第２条第

２項第５号

に規定する

自動運行装

置による検

知の対象と

して設置す

る導線その

他の線類 

（略） 長さ１メート

ルにつき１年 

 

そ の 他

のもの 

９ 

道路の構造又は交通の

状況を表示する標示柱

その他の柱類 

１本につき１

年 

６８０ 

その他のも

の 

上 空 に

設 け る

もの 

占用面積１平

方メートルに

つき１年 

４３０ 

地 下 に

設 け る

もの 

２６０ 

その他のもの ８５０ 

法第３２条第１項第４号に掲げる施設 ８５０ 

法第３２条

第１項第５

号に掲げる

地下街及び地

下室 

（略）  

（略）  

階数が３以 Aに０．００７



 

施設 上のもの を乗じて得た

額 

上空に設ける通路 ４５０ 

地下に設ける通路 ２７０ 

その他のもの １，０００ 

法第３２条

第１項第６

号に掲げる

施設 

（略）   

その他のもの 占用面積１平

方メートルに

つき１月 

９０ 

道路法施行

令（昭和２７

年政令第４

７９号。以下

「令」とい

う。）第７条

第１号に掲

げる物件 

看板（アーチ

であるものを

除く。） 

一時的に設

けるもの 

表示面積１平

方メートルに

つき１月 

９０ 

その他のも

の 

表示面積１平

方メートルに

つき１年 

９００ 

標識 １本につき１

年 

８２０ 

旗ざお （略）   

その他のも

の 

１本につき１

月 

９０ 

幕（令第７条

第４号に掲げ

る工事用施設

であるものを

除く。） 

（略）   

その他のも

の 

その面積１平

方メートルに

つき１月 

９０ 

アーチ 車道を横断

するもの 

１基につき１

月 

９００ 

その他のも

の 

４５０ 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

１，０００ 

令第７条第３号に掲げる施設 Aに０．０３４

を乗じて得た

額 

令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同

条第５号に掲げる工事用材料 

占用面積１平

方メートルに

つき１月 

９０ 

令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び同 １００ 

施設 上のもの を乗じて得た

額 

上空に設ける通路 ４３０ 

地下に設ける通路 ２６０ 

その他のもの ８５０ 

法第３２条

第１項第６

号に掲げる

施設 

（略）   

その他のもの 占用面積１平

方メートルに

つき１月 

８７ 

道路法施行

令（昭和２

７年政令第

４７９号。

以下「令」と

いう。）第７

条第１号に

掲げる物件 

看板（アーチ

であるものを

除く。） 

一時的に設

けるもの 

表示面積１平

方メートルに

つき１月 

８７ 

その他のも

の 

表示面積１平

方メートルに

つき１年 

８７０ 

標識 １本につき１

年 

６８０ 

旗ざお （略）   

その他のも

の 

１本につき１

月 

８７ 

幕（令第７条

第４号に掲げ

る工事用施設

であるものを

除く。） 

（略）   

その他のも

の 

その面積１平

方メートルに

つき１月 

８７ 

アーチ 車道を横断

するもの 

１基につき１

月 

８７０ 

その他のも

の 

４３０ 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

８５０ 

令第７条第３号に掲げる施設 Aに０．０３１

を乗じて得た

額 

令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同

条第５号に掲げる工事用材料 

占用面積１平

方メートルに

つき１月 

８７ 

令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び同 ８５ 



 

条第７号に掲げる施設 

令第７条第

８号に掲げ

る施設 

（略） 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

 

上空に設けるもの Aに０．０１８

を乗じて得た

額 

地下（トンネ

ルの上の地下

を除く。）に設

けるもの 

（略）  

（略）  

階数が３以

上のもの 

Aに０．００８

を乗じて得た

額 

その他のもの Aに０．０２６

を乗じて得た

額 

令第７条第

９号に掲げ

る施設 

建築物 Aに０．０２２

を乗じて得た

額 

その他のもの Aに０．０１５

を乗じて得た

額 

令第７条第

１０号に掲

げる施設及

び自動車駐

車場 

建築物 Aに０．０２４

を乗じて得た

額 

その他のもの Aに０．０１５

を乗じて得た

額 

令第７条第

１１号に掲

げる応急仮

設建築物 

トンネルの上又は高架の道

路の路面下に設けるもの 

占用面積１平

方メートルに

つき１年 

Aに０．０２２

を乗じて得た

額 

上空に設けるもの Aに０．０２４

を乗じて得た

額 

その他のもの Aに０．０３４

を乗じて得た

額 

令第７条第１２号に掲げる器具 Aに０．０２６

を乗じて得た

額 

条第７号に掲げる施設 

令第７条第

８号に掲げ

る施設 

（略） 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

 

上空に設けるもの Aに０．０１７

を乗じて得た

額 

地下（トンネ

ルの上の地下

を除く。）に設

けるもの 

（略）  

（略）  

階数が３以

上のもの 

Aに０．００７

を乗じて得た

額 

その他のもの Aに０．０２５

を乗じて得た

額 

令第７条第

９号に掲げ

る施設 

建築物 Aに０．０１９

を乗じて得た

額 

その他のもの Aに０．０１４

を乗じて得た

額 

令第７条第

１０号に掲

げる施設及

び自動車駐

車場 

建築物 Aに０．０２２

を乗じて得た

額 

その他のもの Aに０．０１４

を乗じて得た

額 

令第７条第

１１号に掲

げる応急仮

設建築物 

トンネルの上又は高架の道

路の路面下に設けるもの 

占用面積１平

方メートルに

つき１年 

Aに０．０１９

を乗じて得た

額 

上空に設けるもの Aに０．０２２

を乗じて得た

額 

その他のもの Aに０．０３１

を乗じて得た

額 

令第７条第１２号に掲げる器具 Aに０．０２５

を乗じて得た

額 



 

令第７条第

１３号に掲

げる施設 

トンネルの上又は高速自動

車道若しくは自動車専用道

路（高架のものに限る。）の

路面下に設けるもの 

Aに０．０２２

を乗じて得た

額 

上空に設けるもの Aに０．０２４

を乗じて得た

額 

その他のもの Aに０．０３４

を乗じて得た

額 
 

令第７条第

１３号に掲

げる施設 

トンネルの上又は高速自動

車道若しくは自動車専用道

路（高架のものに限る。）の

路面下に設けるもの 

Aに０．０１９

を乗じて得た

額 

上空に設けるもの Aに０．０２２

を乗じて得た

額 

その他のもの Aに０．０３１

を乗じて得た

額 
 

備考 （略） 備考 （略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例の一部改正） 

第２条 八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例（平成１７年条例第１８

４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定中太枠で囲まれた部分を同表の改正後の

欄に掲げる規定に太枠で囲まれた部分で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

別表第２ 別表第２ 

港湾施設占用料 港湾施設占用料 

種別 分類及び

単位 

金額 摘要 

野

積

場

、

物

揚

場 

（略）    

４ 電 柱 、 支

柱、鉄柱の

設 置  １

本 に つ き

１箇年 

５７０円  

５ 電 話 柱 の

設 置  １

本 に つ き

１箇年 

５１０円  

６ 公 衆 電 話

所 の 設 置 

１ 個 に つ

き１箇年 

１．０００

円 

 

（略）    
 

種別 分類及び

単位 

金額 摘要 

野

積

場

、

物

揚

場 

（略）    

４ 電 柱 、 支

柱、鉄柱の

設 置  １

本 に つ き

１箇年 

４８０円  

５ 電 話 柱 の

設 置  １

本 に つ き

１箇年 

４３０円  

６ 公 衆 電 話

所 の 設 置 

１ 個 に つ

き１箇年 

８５０円  

（略）    
 

備考 （略） 備考 （略） 

  

（八幡浜港港湾区域内の行為規制に関する条例の一部改正） 

第３条 八幡浜港港湾区域内の行為規制に関する条例（平成１７年条例第１８８

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定中太枠で囲まれた部分を同表の改正後の

欄に掲げる規定に太枠で囲まれた部分で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

別表第１ 別表第１ 

水域及び公共空地占用料 水域及び公共空地占用料 

種別 単位 金額 摘要 

期

間 

数量 

（略）     

種別 単位 金額 摘

要 期

間 

数量 

（略）     



 

電 柱 、 支

柱、鉄塔 

１

年 

１本 ５７０円  

（略）     
 

電 柱 、 支

柱、鉄塔 

１

年 

１本 ４８０円  

（略）     
 

備考 （略） 備考 （略） 

  

（八幡浜市漁港管理条例の一部改正） 

第４条 八幡浜市漁港管理条例（平成１７年条例第１８９号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定中太枠で囲まれた部分を同表の改正後の

欄に掲げる規定に太枠で囲まれた部分で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

別表第２ 別表第２ 

占用料 占用料 

種

別 

目的 単位 金額 摘要 

物

揚

場

占

用

料 

（略）    

電柱、支

柱、鉄柱

設置 

１ 本 に

つ き 

年 

５７０円  

（略）    
 

種

別 

目的 単位 金額 摘要 

物

揚

場

占

用

料 

（略）    

電柱、支

柱、鉄柱

設置 

１ 本 に

つ き 

年 

４８０円  

（略）    
 

備考 （略） 備考 （略） 

  

別表第４ 別表第４ 

水域及び公共空地占用料 水域及び公共空地占用料 

種別 単位 金額 摘要 

期

間 

数量 

（略）     

電柱、支柱、

鉄塔 

１

年 

１本 ５７０円  

（略）     
 

種別 単位 金額 摘要 

期

間 

数量 

（略）     

電柱、支柱、

鉄塔 

１

年 

１本 ４８０円  

（略）     
 

備考 （略） 備考 （略） 

  

 （八幡浜市都市公園条例の一部改正） 

第５条 八幡浜市都市公園条例（平成１７年条例第１９３号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定中太枠で囲まれた部分を同表の改正後の

欄に掲げる規定に太枠で囲まれた部分で示すように改正する。 

改正後 改正前 



 

  

別表第２ 別表第２ 

（使用料） （使用料） 

（単位：円） （単位：円） 

区分 使用料 

単位 金額 

（略）    

占用 電柱 １ 本 に つ

き１年 

５７０     

電話柱 ５１０ 

公衆電

話所 

１ 個 に つ

き１年 
１，０００     

（略）   

（略）    
 

区分 使用料 

単位 金額 

（略）    

占用 電柱 １ 本 に つ

き１年 

４８０     

電話柱 ４３０ 

公衆電

話所 

１ 個 に つ

き１年 
８５０     

（略）   

（略）    
 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （八幡浜市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の八幡浜市道路占用料徴収条例別表の規定は、こ

の条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係

る占用料については、なお従前の例による。 

 （八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 第２条の規定による改正後の八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例

別表第２の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る港湾施

設占用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る港湾施設占用料に

ついては、なお従前の例による。 

 （八幡浜港港湾区域内の行為規制に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ 第３条の規定による改正後の八幡浜港港湾区域内の行為規制に関する条例別

表第１の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る水域及び

公共空地占用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る水域及び公

共空地占用料については、なお従前の例による。 

 （八幡浜市漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 第４条の規定による改正後の八幡浜市漁港管理条例別表第２及び別表第４の

規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る占用料並びに水域

及び公共空地占用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る占用料



 

並びに水域及び公共空地占用料については、なお従前の例による。 

 （八幡浜市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置） 

６ 第５条の規定による改正後の八幡浜市都市公園条例別表第２の規定は、この

条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る

使用料については、なお従前の例による。 

 

提案理由 

  道路法施行令の一部改正に伴い、道路占用料等の改定を行うため。 


